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令和６年６月 14 日 浜松市都市整備部  

都市計画課  

℡：053-457-2371  

 
 

 報 道 発 表 
 

（仮称）浜松湖西豊橋道路の環境影響評価方法書の 

縦覧及び説明会の開催について 

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

使ってみよう  
外国人にも 
日本人にも 
わかりやすい 

やさしい日本語 
に  ほん  ご 

 浜松市では、関係機関と連携し、（仮称）浜松湖西豊橋道路の都市計画決定及び環境影響評価

の手続きを進めており、この手続きにあたり、環境影響評価方法書（以下、方法書という）の縦

覧及び説明会を下記の通り行います。 

 また、方法書については、以下の通り書面により意見書を提出することができます。 

１ 方法書の縦覧について 

 （１）縦覧期間 

    令和６年７月 19 日（金）～８月 19 日（月）の８時 30分～17時 15 分（閉庁日を除く） 

 （２）縦覧場所（浜松市内） 

   ・浜松市 都市整備部 都市計画課（浜松市中央区元城町 103－２ 本館６階） 

   ・浜松市 環境部 環境政策課  （浜松市中央区鴨江３－１－10 鴨江分庁舎４階） 

   ・浜松市 三ヶ日支所      （浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日 500－１） 

   ※方法書は、７月 19 日から浜松市ＨＰでも閲覧できます。 

２ 方法書説明会の開催について（浜松市内） 

 （１）日時 

    令和６年７月 28 日（日） 13時 30 分～ 

 （２）会場 

    浜松市三ヶ日支所 3 階大会議室（浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日 500－１） 

  ※参加申し込み不要、定員約 100 名 

３ 方法書についての意見書提出 

 （１）様式 

    指定なし 

    ※参考様式を「４ 浜松市 HP での公開」」に記載のアドレス（浜松市都市計画課 HP）

からダウンロードいただけます。 

 （２）記載事項 

   ・意見書を提出しようとする者の氏名及び住所 

    （法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

・意見書の提出の対象である方法書の名称 

・方法書についての環境の保全の見地からの意見 

      （日本語により、意見の理由を含めて記載） 



 令和６年６月１４日  
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市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

使ってみよう  
外国人にも 
日本人にも 
わかりやすい 

やさしい日本語 
に  ほん  ご 

（３）提出期間 

      令和６年７月19日（金）から９月２日（月）の８時30分～17時15分 （閉庁日を除く） 

（４）提出方法及び提出場所（浜松市内） 

   持参、郵送又はメールのいずれかにて、ご提出ください。 

  ＜持参の場合＞ 

  下記の場所に設置してある意見書投函箱に投函ください。 

   ・浜松市 都市整備部 都市計画課（浜松市中央区元城町103－２ 本館６階） 

    ・浜松市 環境部 環境政策課  （浜松市中央区鴨江３－１－10 鴨江分庁舎４階） 

・浜松市 三ヶ日支所      （浜松市浜名区三ヶ日町三ヶ日 500－１） 

  ＜郵送の場合＞ 

  下記の宛先に郵送ください。 

・浜松市 都市整備部 都市計画課 計画グループ 宛 

（〒430 8652 浜松市中央区元城町103－２ 本館６階） 

  ＜メールの場合＞ 

  件名を「意見書提出」として、下記のアドレスへ送付ください。 

  ・浜松市 都市整備部 都市計画課（toshikei@city.hamamatsu.shizuoka.jp） 

４ 浜松市ＨＰでのご案内 

  方法書や説明会等については、下記アドレスにて公開します。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/city/tosike/urbanplanning/doro.h

tml 

▼QRコード 

 

 

 

 

 

 


